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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面を処理し、あるいは表面上で粉体を形成する方法であって、安定化されたプラズマ
の電気アークを開始する工程；該電気アークからのカーテンの形で、該電気アークの軸Ａ
に対して実質的に直角に活性ガスのジェットを生じさせる工程；および該活性ガスのカー
テンを処理すべき表面上に放射する工程を含んでおり、該電気アークの軸Ａの該処理すべ
き表面からの距離Ｌおよび該活性ガスの流れの速度ｖが、該活性ガスのカーテンの粒子が
、該処理すべき表面と接触する瞬間に電気的に中性であり、かつ準安定状態にあるように
調節されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記電気的軸の前記処理すべき表面からの距離Ｌと前記活性ガスの流れの速度ｖとが、
Ｌ／ｖ＜τ（τは前記カーテンの粒子の活性化された準安定状態の緩和時間である）の関
係を満たすように調節されることを特徴とする請求項１に記載の処理方法。
【請求項３】
　前記活性ガスの流れのパラメータおよび前記処理すべき表面の走査速度のパラメータが
、前記安定化電気アークに関して、前記活性ガスのカーテンに含まれる活性分子、ラジカ
ルおよび原子の拡散長Ｄが、衝突する前記活性ガスを前記処理すべき表面から隔てている
境界層の厚さδよりも大きくなるように調節されることを特徴とする請求項１または２に
記載の方法。
【請求項４】
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　前記活性ガスのカーテンが大気圧で発生させられることを特徴とする請求項１～３のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記活性ガスのカーテンと前記処理すべき表面との間に、前記プラズマの電気アークの
中心軸Ａに対して実質的に直角の方向に相対的走査運動が作り出されることを特徴とする
請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　処理ガスＱ１の流れが前記プラズマの電気アークの上流に導入されることを特徴とする
請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　相補処理ガスＱ２の流れが前記プラズマの電気アークの下流で前記活性ガスのカーテン
に注入されることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記相補処理ガスＱ２の流れが、前記活性ガスのカーテンが前記処理すべき表面と接触
する領域において、前記活性ガスのカーテンと前記処理すべき表面との境界層が前記相補
処理ガスによって供給されるように前記処理すべき表面上に吹きつけられることを特徴と
する請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記処理すべき表面が、処理を促進する目的および／または異方性特性を与える目的で
、特に音響振動もしくは超音波振動の印加を介して波動運動に晒されることを特徴とする
請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　反応性ガスの流れが前記活性ガスのカーテン内の処理領域に注入され、それにより、前
記活性ガスのカーテンと接触することで前記活性ガスのカーテンと相補処理ガスＱ２に供
給される両方のガス流のパラメータを介して制御される組成、粒度分布および寸法を有す
る粉体を形成することを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法を実施するための装置であって、プラズマ
の安定化電気アーク（１４）を開始するための電極（２４ａ、２４ｂ）；本体（１０）内
の、該安定化プラズマの電気アークを閉じ込めるための安定化流路（１２）；該本体内の
経路（３８、３９）であって、該アークの上流に該アークの軸Ａに対して実質的に直角の
方向に、処理ガスＱ１を活性ガスのカーテン（８）を形成するように導入するために前記
アークに沿って均一に分布された本体内の経路；前記電気アークの下流に相補処理ガスＱ

２を導入するための手段；および処理すべき対象物または材料を保持し、かつ該本体（１
０）との関係において該対象物または材料の処理すべき表面の位置決めをするための支持
体（２８）を含む装置。
【請求項１２】
　前記処理ガスＱ１を導入するための経路が、前記活性ガスのカーテンのガスの流れの方
向に対してゼロよりも大きな角度で前記処理ガスＱ１を安定化流路（１２）内に導入する
ための横方向スロット（３８）を有することを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記本体からの前記支持体の距離が調節可能であり、それにより前記活性ガスを前記処
理すべき表面から隔てている境界層のパラメータを規定し、制御することが可能であるこ
とを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記相補処理ガスＱ２を導入するための手段が、前記安定化流路の下流に配置された前
記本体（１０）内のスロットを有していることを特徴とする請求項１１または１２に記載
の装置。
【請求項１５】
　前記安定化流路が、実質的に円筒形の断面形状を有していることを特徴とする請求項１
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１または１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記安定化流路が、実質的に正方形または長方形の断面形状を有していることを特徴と
する請求項１１または１２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記安定化流路が、実質的に三角形の断面形状を有していることを特徴とする請求項１
１または１２に記載の装置。
【請求項１８】
　前記活性ガスのカーテンを生じさせるための装置の本体が、前記プラズマの電気アーク
（１４）の直径よりも小さい幅のスロットの形状を有する活性ガスのカーテン用の出口通
路（２０）を含んでいることを特徴とする請求項１１～１７のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項１９】
　前記活性ガスのカーテン用の出口通路が、前記アークから生じる紫外線が前記処理すべ
き表面に到達することができないように配置されたラビリンス部分を含んでいることを特
徴とする請求項１１または１２に記載の装置。
【請求項２０】
　前記処理すべき対象物の支持体が、前記処理すべき表面を前記活性ガスのカーテンで走
査するために、前記処理すべき表面が、前記活性ガスのカーテンに対して直角の方向に、
前記活性ガスのカーテンに対して相対的な運動を行うことを可能にする機構に固定されて
いることを特徴とする請求項１１～１９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２１】
　前記処理すべき表面と活性ガスのカーテンとの間の相対的運動の方向に応じて、相補処
理ガスの流れ用および残渣ガスの流れ用に各経路の動作を逆転させるための手段を含んで
いること特徴とする請求項１１～２０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２２】
　音響振動源または超音波振動源を含んでいることを特徴とする請求項１１～２１のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項２３】
　前記プラズマの電気アークを閉じ込める安定化流路１２が多孔質で耐熱性の誘電性材料
で作られていることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記安定化流路が、前記プラズマの電気アークの軸に沿って、互いに電気絶縁された複
数のダイヤフラムに区分された金属で形成されていることを特徴とする請求項１１に記載
の装置。
【請求項２５】
　前記処理すべき表面の支持体がコンベヤの形で設けられており、前記活性ガスのカーテ
ンと前記処理すべき表面として機能する前記コンベヤの表面との接触により生ずる粉体を
運び出すことを特徴とする粉体形成のための請求項１１～２４のいずれか一項に記載の装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導体、半導体または誘電体材料の表面処理のために電気的放電によって活性
化されたガスのカーテンを発生する方法、ならびにその方法を実行するための装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　本発明により実行可能な表面処理としては、とりわけ滅菌、剥離、材料表面上の膜の堆
積または粒子の活性化を挙げることができる。
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【０００３】
　大気圧下で表面を処理するための種々の方法が知られており、それらの方法ではプラズ
マ流が使用され、それは、（例えば内部アークを伴うプラズマトロンに由来する）円形断
面、（例えば２つのジェットを伴うプラズマトロンに由来する）楕円形断面、（例えば回
転アークを伴うプラズマトロンに由来する）環状断面を有するか、あるいは（例えば各々
が１つまたは複数のジェットを伴う一連のプラズマトロン群に由来する）櫛状もしくはカ
ーテン状に成形された１つまたは複数のプラズマ・ジェットによって形成される。
【０００４】
　円形、楕円形または環状の断面を有するプラズマ流による大表面の処理は、従来方式で
は、２方向に沿って表面を走査することによって実行されてきた。従来方式の櫛形状もし
くはカーテン形状のプラズマ流による大表面の処理は、櫛もしくはカーテンの長さが処理
すべき表面の幅よりも長いという前提で、いくつかの方向に沿って表面を走査することを
可能にする。
【０００５】
　２方向に沿って動作する走査装置の欠点は、微生物、オイル、グリース等の残渣やフォ
トレジスト産物が処理すべき表面の周縁部分付近に移動するために、その部分で残渣の再
堆積効果が生じることである。さらに、これら周縁領域を非制御下で繰り返し加熱するこ
とや、処理すべき表面を未調整プラズマ下を通過させることで、材料のアニーリングまた
は処理すべき表面の部分的もしくは場合によっては不完全な物理化学的変質のいずれかを
引き起こす可能性がある。また、これらの欠点は、走査が回転によって実行され、異なる
直径で直線走査速度が異なるために局部的に異なる処理持続時間を生じるという追加的な
短所を有する方法において発生する。同じ領域を繰り返し走査することによってしか統計
的に均一な処理を達成することができず、それは材料の正確な表面処理とはいい得ない。
【０００６】
　プラズマの櫛もしくはカーテン形状を有するプラズマ発生装置の使用は、表面全体が１
回の通過で処理されることが可能であるので実用上極めて望ましい。その結果、再堆積の
効果は大きく削減される。しかしながら、材料のアニーリングおよび部分的もしくは不完
全な物理化学的変質の問題は存続する。その理由は、プラズマのパラメータが櫛もしくは
プラズマカーテンの長さ全体にわたって厳密、確実に均一性を維持することが難しいから
である。異なるプラズマジェットがオーバーラップする領域は、ジェットの軸の領域のも
のと異なる特性を有する。ジェットの振動を誘導する強力な磁場を使用することによって
これらの問題を部分的に緩和することは可能である。
【０００７】
　従来の装置のさらに別の問題は、電極で発生する一定量の金属蒸気がプラズマジェット
中に存在し、処理すべき表面を汚染することである。大部分の用途ではプラズマ中に０．
０００１～０．００１％を超える外来性の金属が存在することは許容されない。例えば、
エレクトロニクス、宇宙での使用のために設計される機器や触媒装置の分野の用途がそれ
にあてはまる。金属蒸気を低減させるための従来の手段は、電極の材料と発生するガスの
最適化、電流の低減と放電電圧の増加、あるいは金属蒸気の壁上への凝結を含むものであ
った。
【０００８】
　外来性の金属を除くための最も効果的な手段は、材料の分光学的分析用に設計されるプ
ラズマ発生器で使用される手段である。熱または電磁的ピンチ効果による金属蒸気の除去
やカソード、アノード地点を無くした放電方式の使用といった特別の対策がとられる。そ
のような解決策は自然の無機化合物の組成を判定するのに使用されるプラズマトロンに適
用可能であり、それはスペクトル的に純粋なプラズマを発生する手段を有し、そこでは金
属蒸気の濃度は、既知の分光学的方法で検出するには低過ぎる。しかしながら、大表面に
わたって均一なプラズマ流を得るのにこのタイプのプラズマトロンを使用することは不可
能である。
【０００９】
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　互いに方向付けされた２つの電極ジェットによって円筒状チャンバ内で発生する電気的
アークを使用することが知られている。円筒状ハウジングの中にスロットが設けられる。
そのスロットを通ってチャンバから出るプラズマ流が、溶融粉体による部品のコーティン
グのような様々な処理に使用される。そのような装置では、カーテン形状を有するプラズ
マ流の発生に付随するいくつかの問題が避けて通るならば、互いに方向付けされたプラズ
マジェットの使用がスロットの全長にわたって均一なプラズマの流れを保証することはで
きない。プラズマの均一性の欠如は流体力学的効果に起因するものでもなければ、電気力
学的性質の螺旋形不安定性に起因するものでもなく、プラズマの安定性の欠如から結果的
に生じる。さらに、プラズマは電極で発生する外来性の金属を不可避的に含む。これらの
効果すべては、正確さを必要とする、特にエレクトロニクス分野の処理にとってこの既知
の方法を非実用的にする。
【００１０】
　特許出願ＷＯ９９／４６９６４号に記述されているような、あるいは表面の滅菌用に提
案および使用される（P.Koulik、S.Krapivina、A.Saitchenko、M.Samsonov、Vide N°299
、第1/4巻、2001年、117頁参照）ような均一なプラズマ列を発生する方法と装置は、一方
では互いに隔絶され、かつ中で通路が流路形状を有して設けられる複数のダイヤフラムに
よって、他方では処理すべき表面によって規定される誘電性流路内の熱力学的平衡状態に
あるプラズマの発生に頼る。処理すべき表面がそれ自体アークの安定に寄与することを強
調することが大切である。こうして形成される安定化流路が円筒状であると、安定した流
路の軸に沿った処理は理論的には完全に均一である。大表面の処理は走査によって実行さ
れる。このケースでは、全表面の処理は理論的に均一である。
【００１１】
　しかしながら、上述の方法には２つの欠点が伴う。第１の欠点は、誘電性の表面しか処
理できないことである。プラズマが経線方向に伸張状態にあるという事実に鑑み、経験に
よれば、処理対象の本体がわずかに導電性（例えばシリコンウェハ）であると電流の一部
がそれを横切ることが判っている。これは、処理すべき表面の変質、例えばプラズマと処
理対象の本体の間の電位差が最も大きい領域の微細な電気的破壊から生じる微細なクレー
タの形成という結果をもたらす。第２の欠点は、処理対象の本体の表面が安定化流路の一
部であり、それがために、特に走査動作中の処理すべき表面の最も小さな不規則性もしく
は安定化流路の断面の最もわずかな変化、あるいは時間上で最もわずかな不安定性が電流
の変動を引き起こし、それゆえにプラズマ・パラメータすべての変動を引き起こすことで
ある。したがって、このシステムは不安定であり、そのような条件下で均一な表面処理を
達成することは事実上不可能である。
【００１２】
【特許文献１】特許出願ＷＯ９９／４６９６４号
【非特許文献１】P.Koulik、S.Krapivina、A.Saitchenko、M.Samsonov、Vide N°299、第
1/4巻、2001年、117頁
【非特許文献２】L.S.Polak、Cinetique plasmo-chimique、Physique et chimie des pla
smas a basse temperature、Naouka、Moscow、1971年、302～380頁
【非特許文献３】L.S.Polak、Physique et chimie des plasmas a basse temperature、N
aouka、Moscow、1971年、344頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述した従来技術の欠点に鑑み、本発明の目的は、処理すべき大表面の効果的で均一な
処理を可能にする表面処理方法、ならびにその方法を実行するための装置を提供すること
である。
【００１４】
　好ましいことに、本発明は、用途が広く、特に滅菌、剥離、膜堆積あるいは表面活性化
といった様々な処理を可能にし、かつ誘電性材料、半導体材料、導電性材料といった様々
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な材料をそれが液体であってもあるいは固体であっても処理することを可能にする表面処
理方法とその方法を実行するための装置を提供する。好ましいことに、本発明はまた、粉
体の形成に使用することが可能な表面処理方法も提供する。
【００１５】
　好ましいことに、本発明は、電極に由来する金属蒸気のような意図しない化学成分の堆
積を回避することを可能にする表面処理方法並びにその方法を実行するための装置を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の目的は請求項１に記載の表面処理方法、およびその方法を実行するための請求
項１１に記載の装置によって達成される。
【００１７】
　本発明においては、表面処理または表面上への粉体の形成のための方法が、安定化され
たプラズマの電気アークを開始する工程；該電気アークからのカーテンの形で、該電気ア
ークの軸Ａに対して実質的に直角に活性ガスのジェットを生じさせる工程；および該活性
ガスのカーテンを処理すべき表面上に放射する工程を含んでおり、該電気アークの軸Ａの
該処理すべき表面からの距離Ｌおよび該活性ガスの流れの速度ｖが、該活性ガスのカーテ
ンの粒子が、該処理すべき表面と接触する瞬間に電気的に中性であり、かつ準安定状態に
あるように調節されることで特徴づけられる。
【００１８】
　特に、処理すべき表面からの電気アークの軸の距離Ｌおよび活性ガスの流れる速度ｖは
、関係式Ｌ／ｖ＜τ（ここでτは粒子の準安定状態の緩和時間である）を満たすように調
節される。
【００１９】
　本発明方法においては、活性ガス流のパラメータおよび走査速度は以下の必要条件を満
たすように調節される。すなわち、活性ガスのカーテン中に含まれる活性分子、ラジカル
および原子の拡散長Ｄが、処理すべき表面からそれと衝突する活性ガスを隔てている境界
層の厚さを上回らねばならない。実際には、境界層の計算の複雑さを考慮すると、活性ガ
ス流および処理すべき表面によって引きずられるガス流の速度、密度および温度といった
本方法の様々なパラメータを記録することによって、上記で引用した必要条件は試験を通
じて経験的に満たされる。
【００２０】
　電気的に中性で準安定状態の粒子で形成されたカーテンを発生させるために、本発明に
よる技術の１つは、活性ガスのカーテンを形成するガスの速度を、活性ガスのカーテンを
形成する粒子の緩和時間に対する電気アークの中心軸の処理すべき表面からの距離の比を
上回るように調節することで構成される。
【００２１】
　小さい横軸寸法を有する活性ガスのカーテンを発生させることによって、本発明は、処
理すべき表面上で活性ガスの温度と濃度の重要な勾配を発生させることを可能にする。こ
のように、本発明方法は、処理すべき表面に対する励起分子とラジカルの拡散によるアク
セスばかりでなく励起原子の拡散によるアクセスをも確保するものであり、このことは本
発明方法の応用分野を、特にエレクトロニクスの分野で大きく広げる。
【００２２】
　安定化された電気アークは、互いに隔てられるダイヤフラム群であって、かつこのアー
クの軸に関して実質的に直角に、かつアークの軸に沿って均一に処理ガス流を導入するた
めの１以上の入口を有する複雑な断面（円筒状、正方形、長方形、三角形など）の流路を
形成するダイヤフラム群を含む装置によって発生される。ここで処理ガスという用語は、
プラズマの電気アークを発生させて維持するため、ならびに活性粒子を発生させるために
供給されるガスを意味し、適切な場合、膜コーティングを形成するため、または処理すべ
き表面と他の何らかの化学反応を行なうための反応性ガスを意味する。この処理ガスは安
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定化されたアークと接触すると活性化され、結果的に生じる流れが活性ガスのカーテンを
形成するようにアークの軸に沿って平行に延びるスロットの形で設けられることが可能な
出口通路を経由して流路から出て行く。処理ガスを構成するガスもしくはガス混合物、活
性ガス流の速度、処理すべき表面からの電気アークの軸の距離、ならびに処理すべき表面
の走査速度は、活性ガスが熱力学的に非平衡の状態にあるか、そうでなければ、いわば準
安定と呼ばれる状態にあり、かつ活性化を引き起こす電気アークと平行に延びる方向で確
実に均一になるように選択される。その後、活性ガスのこのカーテンは処理すべき表面上
に放射され、相対的な走査の動きが処理すべき表面全体の均一な処理を可能にする。導入
されるガスの性質に応じて、支持体表面上の剥離、クリーニング、滅菌および膜堆積、あ
るいは粉体形成といった様々な表面処理を行うことが可能である。
【００２３】
　カーテンを形成する活性ガスは帯電している粒子を含まず、したがって導電性ではない
ので、処理すべき表面と安定化アークの間に妨害物は存在しない。その結果、処理は安定
であり、かつ処理すべき表面の状態、特性（特に誘電性）、動き、および位置と無関係で
ある。
【００２４】
　活性ガスの前記カーテンは低圧（真空下）または大気圧以上で作られることが可能であ
る。しかし、大気圧で使用するのが最適である。本発明の重要な特徴は、極めて高い温度
（例えば２５～３０×１０３Ｋ）を有する可能性のあるプラズマの安定化アークと接触す
ると処理ガス流が光励起、およびプラズマの高エネルギー粒子、特に、重い粒子（原子、
イオン）よりも高い温度を有する外殻電子との非弾性衝突によって活性化されることであ
る。活性ガスのカーテンの発生装置は、安定化電気アークの上流で処理ガスＱ１の流れが
１つまたはいくつかのスロットを通って、高温でかつ著しくイオン化されているアークの
コアを迂回するようにアークに正接して到達するように設計される。一方で、処理ガスは
アークを安定化させ、かつその温度を上昇させるのに寄与するが、その理由はそれが電流
の大部分が通るアークの断面を収縮させるからである。他方で、処理ガスは対流、光励起
、およびその粒子にプラズマの電気アークの外殻粒子、特に高エネルギー電子から移行す
るエネルギーによって活性される。このように、処理ガスは準安定状態、すなわち熱力学
的に非平衡にされる。この状態は比較的短い寿命（緩和時間）を有する。ガス流の速度は
、活性ガス流がその活性を失うことなく処理すべき表面に到達することを可能にするのに
充分な大きさになるように選択されなければならない。
【００２５】
　本発明のさらに別の重要な特徴は、活性ガス流がイオン化されない（すなわち導電性で
ない）ことである。そのような状態は、処理ガスが実質的に、荷電粒子の少ないアークの
周縁領域にのみ確実に接触するようにすることによって達成できる。活性ガスカーテン中
の荷電粒子の存在は２つの理由で避けられるべきである。第１の理由は、荷電粒子が中性
粒子との実効弾性相互作用の高い断面を有し、それが処理すべき表面と接触する前にその
活性エネルギーを失う原因となることである。第２の理由は、荷電粒子が活性ガスカーテ
ンに導電性を与えて前述した不本意な結末の全てを招来することである。
【００２６】
　一般的に言えば、本発明の実施にとって重要な条件は、電気アークから処理すべき表面
に至る活性ガスのカーテンの粒子の移動時間が活性粒子の緩和時間τよりも短いことであ
る。これは活性粒子の流速ｖに関する次の関係式：
　ｖ≧Ｌ／τ
につながり、ここでＬは処理すべき表面からのアークの中心軸の距離である。
【００２７】
　実際には、約１ｃｍに達する距離Ｌおよび１０－４秒の程度の緩和時間（L.S.Polak、C
inetique plasmo-chimique、Physique et chimie des plasmas a basse temperature、Na
ouka、Moscow、1971年、302～380頁参照）について、ｖ≧１００ｍ／ｓとなるように条件
が選択される。実際には、当業者は上述の規則に基づいて、活性ガス流が処理すべき表面
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の上に放射されるべき速度を個々の特定のケース中で選択することができるであろう。
【００２８】
　ガス流とプラズマストリングの接触領域および可変幅の光束による処理の領域を分離す
ることによって低導電性のガス流を作り出すことが可能であるとＷＯ９９／４６９６４号
が開示していることは注目されるべきである。達成可能なガス温度がプラズマストリング
のそれと極めて近くなることが可能であり、しかも導電性が「排除される」ことが強調さ
れる。この主張は、Ｙｕ　Ｒａｉｚｅｒ（１９８７年）によって発表され、かつガスが熱
力学的平衡の状態にあることを想定した計算に基づいている。このケースで結果的に生じ
るガス流は、熱ガス流だけであって、かつ処理すべき表面に対するその作用は熱的過程を
介した多少の材料の除去、または膜の堆積を伴う可能性のある熱処理でしかないであろう
。表面処理の分野でこのタイプの用途は極めて限られている。
【００２９】
　既知の方法との関係における本発明の重要な相違点は、表面との接触に至る際に活性ガ
スカーテンが準安定状態（非平衡の熱力学的状態）にあることである。これは、粒子がそ
れらの熱エネルギーばかりでなく、結局、それらの活性エネルギーも処理すべき表面に伝
えることを意味する。これは表面の粒子と準安定状態にあるガスカーテンの活性粒子との
間の化学反応を誘発することを可能にし、これは熱力学的に平衡状態の熱ガス流の場合に
達成することは不可能であった。
【００３０】
　もう一つの大きな違いは、１つまたはいくつかの処理ガス流、いわば相補処理ガスＱ２

の流れもしくは複数の流れが、アークによって活性化された処理ガス流と接触させられ、
この接触がアークの下流で生じることである。相補処理ガスの流れは、活性ガス流の温度
レベル、さらに重要なことはその活性レベルおよびその化学的組成を変えるように構成さ
れる。相補処理ガスの流れは、その殆どがカーテン発生装置の本体内に設けられた長尺の
スロットの形、または追加のノズル形の横方向流路を経由して活性ガス流と接触させるこ
とが可能である。相補処理ガスＱ２を供給するための効率的な方法は、処理すべき表面と
カーテン発生装置との間の隙間を経由してそれを導入する方法である。処理すべき表面が
境界層で相補処理ガスを引きずるので、この方法は極めて単純かつ極めて効果的である。
カーテン発生装置本体の表面が処理すべき表面（または支持体表面）と平行であるとき、
これらの表面によって規定されるスロットの中のガス流はＣｏｕｅｔｔｅの層流に相当す
る状態にある。流れに対して直交する方向の速度分布は直線的である。好ましくは、相補
処理ガス流の量は流速、および処理すべき表面の相補処理ガスの導入点からの距離に従っ
て調整され、分布される。このようにして、処理すべき表面と装置本体との間の隙間にあ
るガスの組成が全体的に制御される。相補処理ガスの導入のための装置は図中で矢印もし
くは複数の矢印Ｑ２だけで示されている。
【００３１】
　剥離、クリーニング、滅菌または膜堆積を目的とする処理はこの場合に極めて効率的で
あり、半導体、ガラス、ポリマー材料の処理といった特定の領域でこの技術に新たな可能
性を提供する。本発明の主要な利点は、剥離、清浄化または膜堆積を目的とする処理を、
大気温度、すなわち処理すべき表面を何ら加熱することなく、単純に活性ガスカーテンに
よって処理すべき表面に運ばれる衝突粒子の活性エネルギーを利用することで行うことが
可能なことである。
【００３２】
　電気アーク（それゆえにプラズマ）が直流電源によって発生する場合、安定化流路内で
アンペア力によってプラズマを維持するために安定化プラズマの電気アークの電流の方向
に対して直角の磁場を発生させることが有利である。
　本発明のその他の好ましい態様は請求の範囲および図面と関連させて為される実施形態
および実施例に関する以下の説明から明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
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　図面を参照すると、処理すべき対象物４の処理すべき表面２を処理する方法を実行する
ための装置は、活性ガスのカーテン８を発生させるための装置６を有する。活性ガスのカ
ーテン８を発生させるための装置６は、プラズマの電気アーク１４を導き、かつ安定させ
るための安定化流路１２を有する本体１０、ガスマニホールド１８を介して安定化流路１
２と連絡した処理ガスＱ１用の１つまたはいくつかの入口経路１６、および安定化流路１
２と連絡した活性ガス用の開口、通路と出口ノズル２０とを有する。本体１０は、複数の
並列した安定化用プレートもしくはダイヤフラム２２で形成することが可能であり、それ
らは、例えば、プレートを互いに電気絶縁するために絶縁層を設けた金属のような優れた
熱伝導性を備えた材料から作製される。プラズマの電気アークの極めて高い温度から本体
をシールドするために水回路のような冷却システム（図示せず）を本体１０に設けること
も可能である。
【００３４】
　本装置はさらに、電気アーク１４を発生させるための陽極２４ａと陰極２４ｂとを有し
、これら電極は電力源２６に接続されている。装置６はさらに、電気アークを位置決めす
るための電場発生器４２（図３ｃ参照）を設けることも可能である。処理装置は、プラズ
マ発生装置６との関係において処理すべき対象物４を移動させ、その結果、処理すべき表
面２にわたるプラズマのカーテン８の走査運動を生じさせるための機械システムをさらに
含むことも可能である（この機械システムは図示されていない）。
【００３５】
　電極２４ａ、２４ｂの間で開始された電気アーク１４によって生じたプラズマは安定化
され、互いに電気絶縁されている金属プレート２２によって形成される安定化流路１２の
壁、および安定化流路の軸に対して実質的に直角で、したがって電気アークに対して直角
に方向付けられた処理ガスＱ１の流れによって処理すべき表面２と平行に延びるように方
向付けられる。処理ガスは、活性ガスのカーテン８によって処理される表面の走査を確実
化するために平行移動駆動メカニズム３０によって移動させられる支持体２８の上に装着
される処理すべき本体４の処理すべき表面２の上に結果的に生じる活性ガスの流れが向け
られるような方式で、線状プラズマの全長にわたって均一に分布される。
【００３６】
　所望により、処理すべき表面２の振動を誘発するために音響波もしくは超音波を発生す
る装置３２が支持体に装着され、それが前記表面の異方性処理の実行を可能にする。
　陽極と陰極２４、２４ｂが金属蒸気による活性ガスのカーテンを汚染することを防ぐた
めに、それらをプラズマの電気アークの中心軸Ａに対してゼロとは異なる角度で配置する
。
【００３７】
　陽極と陰極２４、２４ｂは、（アークの軸Ａに対して直角の方向で）活性ガスの流れを
妨げず、かつ活性ガスカーテンのパラメータの均一性を変えないように、密閉されたポケ
ットに収納されて陽極領域と陰極領域、ならびに電気アークの領域の等しい圧力を保証す
ることが可能である。さらに、安定化用プレート２２を有するダイヤフラム間の固い密閉
のシステムは、電気アークの軸Ａに対して直角の方向以外の方向に流れるガス流が生じな
いよう保証し、このことが活性ガスカーテンの経線方向の均一性実現に貢献する。
【００３８】
　活性ガスカーテンの発生のために装置に入るガスもしくはガス混合物用の入口経路は、
それらが電気アーク１４を通って通過する前後で静圧を等化し、したがって活性ガスカー
テン８の全長にわたってこれらガスが確実に均一に分布するように設計されたマニホール
ド１８を介して実施されると好ましい。
【００３９】
　図２ｇと２ｈに例示されたような多孔質の壁３６を通すか、または図２ａから２ｆに例
示されたような狭いスロット３８を通すかのいずれかで安定化流路１２内への処理ガスの
進入を達成することが可能である。図１と図２ａの実施形態では、安定化流路１２の供給
は縦方向スロットの形状の入口を介して確実化され、これらのケースではそれは中央に配
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置されるが、図２ｃ、２ｅおよび２ｆの実施形態では供給は横方向スロット８８、すなわ
ち活性ガスカーテンのガス流方向に関してゼロよりも大きな角度および／またはアークの
軸Ａを通る垂直平面からのオフセットを有し、かつ前記垂直面の両側に設けられたスロッ
トを通して確実化される。本体は、アークの両側にいくつかの横方向スロットを設けられ
、それらが安定化流路の付近に分布されることが可能である。これらの横方向スロットは
安定化流路に関して対称に配置されることが必ずしも必要なわけではなく、流路の断面形
状と出口スロットの位置に応じて決まる。図２ｂと２ｄに示すように、横方向スロット３
８と中央スロット３９の組み合わせを設けることもやはり可能である。
【００４０】
　プラズマの電気アークの軸Ａに沿ってプラズマの様々なパラメータに勾配を発生させ、
かつ活性ガスカーテン８の不均一性、それゆえに処理の不均一性を生じる原因のすべては
本発明で排除される。これは、第１には活性ガスカーテンに沿った軸Ａに対して直角以外
の方向にいかなるガス流も存在しないこと、ならびに安定化流路内で安定化プラズマの電
気アークの軸Ａと一致しない軸を有する電極２４ａ、２４ｂを使用することに起因する。
さらに、この方式では、電極で発生する金属蒸気の安定化流路内への進入は無く、これら
の蒸気は対流によって排気される。
【００４１】
　本発明による処理方法では、プラズマの電気アークは電極２４ａ、２４ｂの間で開始さ
れ、安定化流路１２の壁と処理ガスＱ１の流れによって安定化される。処理すべき表面は
、活性ガスのカーテン８に関して走査運動を行うために、可動性の支持体２８上に装着さ
れる。処理ガスは横方向の入口スロットおよび／または中央スロット３８、３９、あるい
はさらに処理すべき表面の反対側の複数孔３６を経由して安定化流路１２内に導入される
。一部がプラズマの電気アークの周縁領域を通り、一部がアークを迂回するときにガスは
加熱および活性化され、活性ガスのカーテンの形で出て出口開口もしくは通路２０を経由
して処理すべき表面の方向に流れる。出口通路２０は所定の幅のスロットとして設けられ
ることが可能である。多くの用途で、パラメータが正確に制御され得る活性ガスの薄いカ
ーテンを形成するために、このスロットの幅はプラズマの電気アーク（１４）の直径より
も小さいことが好ましい。狭い出口通路はまた、プラズマの電気アークを適切に閉じ込め
て安定させることにも貢献する。安定化流路１２内に処理ガスＱ１を導入するための横方
向スロット３８は、一方ではそれらがプラズマの電気アークを閉じ込めることを可能にし
、他方では活性ガスカーテン内の活性粒子の組成と密度を調節するためにプラズマの電気
アークの周縁領域を通って流れるガスの一部および電気アークを迂回するガスの比率を制
御することを可能にするので極めて好ましい。図２ｇと２ｈに例示されているような、処
理ガスをアークの周囲に導入するための多孔質の壁もやはり活性ガスカーテンのパラメー
タを調節すること、および電気アークを閉じ込めることを可能にする。安定化流路の断面
形状（正方形、円筒形、三角形など）と組み合わされたガスのための横方向入口スロット
３８の位置が活性ガスカーテンの特性と組成に影響し、これらの要素の配置が、特に処理
すべき対象物の材料の種類に従って実行される処理のための装置の最適化を可能にするこ
とに留意すべきである。
【００４２】
　処理すべき表面が活性ガスカーテンに対して直線移動している間、後者は処理すべき表
面と相互反応し、目的とする処理（滅菌、活性化、剥離、膜堆積、紛体形成など）を実行
する。実行されるべき処理は接触時間、プラズマ電気アークの中心の処理すべき表面から
の距離および処理ガスの組成といった方法パラメータを左右する。プラズマを発生するた
めに提案する方法の汎用性、および可能性のある用途の範囲はプラズマの主要なパラメー
タの以下の範囲から推察することが可能である。
　・プラズマ温度：１００００～３００００ケルビン温度。
　・プラズマ速度：１０～１０００ｍ／ｓ（プラズマ温度における音速まで）。
　・プラズマ組成：ガスは不活性、酸化性、還元性、超分散紛体の複合産物の合成のため
に化学的活性であることが可能。
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　・熱流密度：１０－１～１０２ＭＷ／ｍ２。
　・プラズマ純度：好ましくない外来性の物質、特に金属蒸気が存在しない。
【００４３】
　上に掲げたパラメータは電流、処理ガスの流量、電気アークの高さ、処理ガスと残渣ガ
スのための入口スロットと出口スロットの位置、処理ガスＱ１のための入口と相補的ガス
Ｑ２のための入口の位置およびそれらの流量に応じて変わる。ここで、相補処理ガスとい
う用語は、必要に応じ、活性ガスを不活化することなく活性ガス流を冷却するため、必要
に応じその導電性を低下させ、さらにその化学的組成を変えるため（活性ガスの導入）、
あるいは膜を堆積させる（超分散紛体あるいは有機物、金属有機物もしくは無機物の蒸気
の導入）ために使用されるガスＱ２を意味する。
【００４４】
　処理パラメータの調節は、安定化流路およびガスの導入と排気のモードの適切な設計を
通じて本発明による装置の中で達成される。
【００４５】
　カーテンを発生させるための装置の本体１０は優れた導電性と熱伝導性を備えた金属で
作製される。短絡を回避するために、それは互に電気絶縁された複数のダイヤフラムをか
らなる。アークの高温に耐えることのできる材料のブロックから安定化流路の壁を作製す
ることもやはり可能である。この材料は、例えば、多孔質の耐熱性材料（セラミック）で
あることが可能であり、図２ｇと２ｈとに例示されるように、それを通して処理ガスが均
一に導入され、この処理ガスは同時にセラミックを冷却する効果をも有する。
【００４６】
　安定化流路１４は半円形（図２ａと２ｇ）、円形（図２ｂ）、三角形（図２ｃ）、正方
形（図２ｅと２ｆ）あるいはそれらの組み合わせ（図２ｄ）の断面形状を有することが可
能である。これらの形状の選択は本体１０および安定化流路１２を製造する様々な方法に
対応してなされる。
【００４７】
　処理ガスＱ１の導入場所を適切に選択することが大切である。流路の中央で下から導入
するスロットは安定化流路の全容積の良好な充満を確実にする（図２ａ、２ｂ）。横方向
の導入（図２ａ）および接線方向の導入（図２ｄ）は流路の垂直壁に与えるプラズマの作
用を弱めることを可能にする。
【００４８】
　相補処理ガスまたは相補処理ガス混合物Ｑ２は活性ガスカーテン形成の開始時に大量に
導入され（図２ａ、２ｅ、２ｆ）るか、あるいはやはり流れの下流（図２ｂ、２ｃ、２ｄ
）または処理すべき表面に沿って直接に（図２ｃ、２ｄ、２ｈ）導入されねばならない。
【００４９】
　ある用途については、プラズマの電気アークから放射される紫外線が処理すべき表面に
到達するのを防止し、それらをラビリンスの突き出し壁４０によって後方に反射させる目
的で図３ｃに例示したようなラビリンス３８を形成するように、安定化アークの円筒に関
して活性ガスカーテンの出口流路を横方向に移動することが有用である。
【００５０】
前後の走査運動を通じて表面処理を実行するとき、処理ガスもしくはガス混合物を導入す
るため、および残渣ガスを排気するために流路の動作の逆転を可能にする手段を設けるこ
ともやはり有用である。
　以下の実施例は本発明の実践を具体的に示し、かつその理解を容易にするために与えら
れる。
【実施例１】
【００５１】
　誘電性材料の処理
　この実施例で使用される実施形態は図３ａに例示された実施形態に相当する。この実施
形態はブロックサイズの３５０×１５０×３０ｍｍといった耐熱性材料の大面積の表面融
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合を可能にする。
　設備のパラメータは以下の通りであった。
　　アーク電流：１５０　Ａ
　　電圧：２８０　Ｖ
　　アーク長さ：２００　ｍｍ
　　安定化流路の断面形状：三角形
　　安定化流路の断面の有効直径：５　ｍｍ
　　アークの軸の処理すべき表面からの距離Ｌ：１０　ｍｍ
【００５２】
　装置の本体は冷却された複数の金属ダイヤフラムを有しており、各々のダイヤフラムの
厚さは６ｍｍであり、これは以降の全実施例にもあてはまる。
　　カソードの数：１
　　アノードの数：２
　　処理ガスとして使用したアルゴンの流量：５　ｌ／ｍｉｎ
　　走査速度：０．６　ｍ／ｍｉｎ
　　活性ガスの速度：１００　ｍ／ｓｅｃ
【００５３】
　結果：
　　形成されたガラス化層の厚さ：約１ｍｍ
　説明した方法は表面を活性化するように意図した処理である。使用した処理は強力であ
るが、しかし表面で溶融した材料のいかなるスパッタリングも回避するために低い流体力
学的流量を有する。このケースでは、活性ガスのカーテンの幅は処理の場所で５ｍｍであ
る。材料の全長にわたる処理の均一性は±１０％であり、耐熱性材料の製造パラメータお
よび初期の多孔性によって決定される。
【００５４】
　建物の材料をプラズマで処理するための既知の方法では、材料は処理すべき表面に向か
って磁場で推進される自由なアーク（安定化されていない）によって処理され、アークは
処理すべき表面と接触している。本発明のケースでは、処理すべき表面は電気アークと直
接接触していないが、活性ガスのカーテンと接触している。本発明の場合、達成される処
理の質と均一性は優れたものであり、これはすべてが残渣産物の再堆積につながり、した
がってアークの方向に沿った処理すべき表面の特性の変動につながる対流性の熱の軸流、
アークの螺旋形不安定性およびアークに沿った物質の輸送が排除されたことによるもので
ある。
【実施例２】
【００５５】
　導電性材料の処理
　使用した装置の基本的な設計は図３ｂに示されている。この実施形態は１２０ｍｍの幅
と０．１ｍｍの厚さを有するアルミニウムシートのロール上に誘電体層を堆積させるのに
使用される。
　装置のパラメータは以下の通りであった。
　　アーク電流：１５０　Ａ
　　電圧：３．５　Ｖ
　　アーク長さ：２００　ｍｍ
　　安定化流路の断面形状：三角形
　　活性ガスのカーテンのための出口スロットの幅：２　ｍｍ
　　カソードの数：１
　　アノードの数：１
　　処理ガスＱ１（Ａｒ）の流量：約６　ｌ／ｍｉｎ
　　相補処理ガスＱ２の流量：約１２．７　ｌ／ｍｉｎ
　　（アルゴン、酸素およびヘキサメチルジシラサンのガス混合物）
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　　走査速度（ロールの巻き取り速度）：１．９　ｍ／ｓｅｃ
　　アークの軸の処理すべき表面からの距離Ｌ：８　ｍｍ
　　活性ガスの速度ｖ：３００　ｍ／ｓｅｃ
　結果
　　形成された二酸化ケイ素層の厚さ：５００　Å
　　堆積厚さの均一性：９５％
【００５６】
　この場合、膜（ＳｉＯ２）は高温および大気圧下で、連続方式で導電性大表面上にプラ
ズマの安定化アークから堆積される。処理ガスの一成分であるアルゴンは、酸素およびガ
ス状ヘキサメチルジシラサンといった少量の反応性ガス用のキャリヤとして、ＳｉＯ２の
紛体のバルク生成を（完全に防止しなくとも）鈍化させるために、さらには分子およびラ
ジカルの励起エネルギーを失うことなく３～４×１０３Ｋまでプラズマを冷却するために
使用され、そのような温度ではプラズマは、電気アークと処理すべき金属との間の袋小路
回路（ｃｏｕｒｔ－ｃｉｒｃｕｉｔ）のいかなる危険性も排除するのに充分なほどに低い
導電性を有する。
【００５７】
　この応用の結果は、０．０５μｍの厚さを有する二酸化ケイ素ＳｉＯ２の均一な保護層
がアルミニウムシートの表面上に得られることである。この層は優れた接着性を示し、湿
気および腐食に耐性であり、良好な誘電特性を有する。これは、一般的に使用される、堅
さに欠け、湿気に弱く、乏しい誘電特性を有するラッカーに好適に置き換わる。
【実施例３】
【００５８】
　有機製品の処理
　図３ｃは有機の繊維（例えばポリエステル）で作製された布を処理するのに使用される
装置を概略的に示している。この処理の目的は、そのような製品の大量生産のために織物
産業で許容可能な速度で繊維の構造を改造すること、および布の全表面にわたって親水性
（または疎水性）機能を活性することである。
【００５９】
　この場合、出口スロット３８’は、放電で生じる紫外線による処理すべき表面のいかな
る照射も防止するためにラビリンスとして設計されるが、その理由は紫外線が合成材料の
堅さを低下させ、かつそれらの色彩を変えることが知られているからである。装置の本体
は半分になった２つで構成される。
　パラメータは以下の通りであった。
　　電流：１００　Ａ
　　電圧：３７０　Ｖ
　　処理ガスの流量（Ａｒ７＋２％酸素）：１０８　ｌ／ｍｉｎ
　　流路の有効直径：５　ｍｍ
　　活性ガスカーテンのための出口スロットの幅：１　ｍｍ
　　処理すべき布シートの幅：２００　ｍｍ
　　布の走査速度：３１　ｍ／ｓｅｃ
　　アークの軸の処理すべき表面からの距離Ｌ：１２　ｍｍ
　　活性ガスの速度ｖ：４００　ｍ／ｓｅｃ
　処理すべき布の表面からの望ましい距離Ｌにアークを維持するために０．２テスラの磁
場を印加した。
【００６０】
　結果：
　　処理の均一性（いわば「濡れ角度」パラメータの均一性）：９９％
　処理の結果は、表面の活性と親水性特性の大幅な向上である。
　活性ガスのカーテンが処理すべき表面と接触する領域に或る種の化学成分を、例えばＣ

３Ｆ６ガスのような相補処理ガスＱ２の流れの形で導入することによって、実質的に疎水
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性（約１７０度の濡れ角度）でかつ洗濯に強い布が得られた。この実施例では、活性カー
テンと布との接触線の上流に、カーテン発生装置の本体１０と布の間の長いスロットを経
由してＣ３Ｆ６ガスを導入した。
【実施例４】
【００６１】
半導体材料の処理
　図１および図３は、エレクトロニクス産業でフォトリソグラフィ工程に使用されるフォ
トレジストをシリコンウェハから剥離するための装置を概略的に例示している。試験され
たシリコンウェハは２００ｍｍの直径を有するものであった。フォトレジスト層の厚さは
０．３μｍであった。
　装置のパラメータは以下の通りであった。
　　電流：１２０　Ａ
　　電圧：３２０　Ｖ
　　処理ガスＱ１の流量：６　ｌ／ｍｉｎ
　　処理すべき表面に沿って導入した相補処理ガス（９０％のＡｒ、Ｏ２、Ｎ２、Ｈ２お
よびＣＦ４）Ｑ２の流量：１０　ｌ／ｍｉｎ
　　安定化流路の有効直径：５　ｍｍ
　　活性ガスのカーテンのための出口スロットの幅：２　ｍｍ
　　活性ガスのカーテンのための出口スロットの高さ：８　ｍｍ
　　（これは剥離の間にプラズマとシリコンウェハの間で短絡が生じるのを防ぐ）
　　シリコンウェハの走査速度：０．３　ｍ／ｓｅｃ
　　アークの軸の処理すべき表面からの距離Ｌ：１２　ｍｍ
　　活性ガスの速度ｖ：１８０　ｍ／ｓｅｃ
　　１枚のウェハのクリーニング継続時間：３　ｓｅｃ
　　（これは毎時１０００枚を超えるウェハの生産性に相当する）
　結果：
　　処理の均一性（電子物理学的特性に基づく）：９９．９％
【００６２】
　これらの試験が示すことは、
　・硬化の度合いがいかなるものであってもフォトレジストを剥離することが可能である
。
　・残渣産物の再堆積は生じない。
　・イオン・インプランテーションの高い投与を行なった後にフォトレジストを剥離する
ことは可能である。
　・残渣の汚れもしくはスポットの現象は排除される。
　・剥離後の残渣（エッチング後の残渣、金属のエッチ後、ポリマーのエッチ後等）の除
去を行うことが可能である。
　・構造の電子物理学的特性はいずれにしろ変わらない。
【実施例５】
【００６３】
　半導体の剥離処理
　図１および図３ｄはフォトレジストマスクを用いてシリコンウェハから二酸化ケイ素を
剥離するための装置を概略的に例示している。この操作はエレクトロニクス産業のフォト
リソグラフィ工程に使用される。
　処理されたシリコンウェハは２００ｍｍの直径を有するものであった。ウェハは、処理
すべき表面の振動がシリコンウェハの面に対して直角方向に広がるような方式で超音波発
生器に晒された支持体に固定された。
　マスクのフォトレジストからの距離は０．１μｍであった。
【００６４】
　パラメータは以下であった。
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　　電流：１２０　Ａ
　　電圧：３２０　Ｖ
　　キャリヤガスＡｒの流量：６　ｌ／ｍｉｎ
　　処理ガスＣＦ４＋９０％Ａｒの流量：１０　ｌ／ｍｉｎ
　　安定化流路の直径：５　ｍｍ
　　（活性ガスのカーテンのための）出口スロットの幅：２　ｍｍ
　　出口スロットの高さ：８　ｍｍ
　　出口スロットの走査速度：０．３　ｍ／ｓｅｃ
　　剥離の継続時間：１０　ｓｅｃ
　　超音波の周波数：４２　ｋＨｚ
　　超音波のエネルギー：５　ｋＷ
　　アークの軸の処理すべき表面からの距離：１２　ｍｍ
　　活性ガスの速度ｖ：１１０　ｍ／ｓｅｃ
【００６５】
　結果：
　　処理の均一性（物理学的特性）：９９．７％
　　剥離の異方性の度合い：１００
　実質的に垂直な壁を有する１μｍの深さと０．１μｍの幅の溝が得られた。例えば、真
空下で動作する従来のプラズマシステムによる剥離は３０未満の異方性、すなわち本発明
の方法によって達成されるそれよりもかなり低い異方性の度合いを生じるので、エレクト
ロニクスの用途に関してこの結果はかなり興味深いものと考えられる。
【実施例６】
【００６６】
　ＳｉＯ２紛体の製造
　本発明方法および装置は紛体、特にサブミクロンおよびナノメートルの紛体の製造に使
用することが可能である。
　この場合、活性ガスカーテンのパラメータの均一な分布は、カーテンの異なる場所でク
ラスタおよび紛体の同一の形成を達成すること、および、それゆえに、粒度、顆粒の寸法
およびそれらの特性の最小限の分散で紛体を作製するための優れた選択性を達成すること
を可能にする。
【００６７】
　例えば、アルゴンおよび窒素から成る（Ａｒ２０％、Ｎ８０％）活性ガスのカーテンが
使用された。ガス状ヘキサメチルジシラサンを含む相補処理ガスＱ２（Ａｒ９０％、ＨＤ
ＭＳ１０％）の流れが、アークの軸Ａと平行に延びるスロットを経由して活性ガスのカー
テンと支持体表面の接触領域の上流に導入された。カーテン形成のその他の条件は実施例
４および５の条件であった。
　ベルト・コンベヤとして設けられた支持体上に、２０ｃｍの幅にわたって均一に１００
ｎｍ±１０％の粒子サイズを有するＳｉＯ２の多結晶紛体が形成された。
【００６８】
　以上全ての実施例において、反応性化合物の機能を果たす衝突する活性ガスは、条件ｖ
＞Ｌ／τが満たされるので熱力学的に非平衡の状態にある。実際は、すべての実施例のＬ
／ｖの値は約１０－４ｓｅｃ以下であり、これらの値はガスのカーテン内で活性状態にあ
る粒子の特徴的緩和時間に相当し、したがって、これらの実施例中の活性粒子は準安定状
態にある。この状態は衝突するガスを処理すべき表面から隔てる境界層の内側で維持され
ねばならない。この目的のために、衝突流と処理すべき表面の間の境界層を通過する間に
活性ガス流に含まれる活性分子、ラジカルおよび原子の拡散長Ｄは以下の考察によって示
されるように境界層の厚さδよりも大きくなければならない。
【００６９】
　活性ガスは実質的にイオン化状態にないので、ルイス数、プラントル数およびシュミッ
ト数は１のオーダーの値を有し、境界層の厚さはその熱伝導性、拡散および粘度特性の観



(16) JP 4313046 B2 2009.8.12

10

20

30

点から実質的に同一のままである。上記各実施例の場合、測定によると１０７Ｗ／ｍｍ２

を超える熱密度ｑの値から境界層の厚さを見積もることが可能である。
　大気圧下でかつ約１０４Ｋの衝突流温度の活性ガスの熱伝導係数λは１Ｗ／ｍ・度のオ
ーダーである。
【００７０】
　フーリエの法則によると、境界層の厚さはδ≒λ／q≦１０－３であり、拡散長さＤは
Ｄ≒１／ｎＱ≦１０－２ｍと見積もられ、ここでｎは衝突流の活性粒子の密度であって１
０２３ｍ－３にのぼり、Ｑは非弾性相互作用（すなわち不活化相互作用）の有効断面であ
る。後者は大部分の分子、ラジカルおよび励起状態原子ですら１０－２３ｍ２未満である
（L.S.Polak、Physique et chimie des plasmas a basse temperature、Naouka、Moscow
、1971年、344頁参照）。
【００７１】
　すべての場合に、熱力学的平衡でなくなる条件を規定する関係式Ｄ＞δは効果的に満た
され、それは、活性ガスのカーテン内で形成される活性粒子が、衝突流を処理すべき表面
から隔てる境界層を通ってそれらが拡散する間にそれらの活性エネルギーを実質的に維持
することを意味する。したがって、活性粒子が処理すべき表面と接触するに至るときにこ
の活性エネルギーのすべてが使用され、それが反応効率を作り出す。
【００７２】
　これらの結果のすべては、従来の方法、特に真空下のプラズマまたは大気圧下のプラズ
マを使用するが熱力学的に平衡状態である方法により達成されるよりも大幅に優れた、際
立った結果を得ることを本発明が可能にすることを証明している。これは、本発明で実現
された、大気圧で準安定に活性化されたガスのカーテンによって確実化される、高い強度
の相互作用を伴うプラズマ化学的、熱力学的および電磁気学的効果の相乗作用に起因する
ものである。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】表面を処理するための、本発明装置の単純化した斜視図である。
【図２ａ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の断面図である。
【図２ｂ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の断面図である。
【図２ｃ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の断面図である。
【図２ｄ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の断面図である。
【図２ｅ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の断面図である。
【図２ｆ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の断面図である。
【図２ｇ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の断面図である。
【図２ｈ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の断面図である。
【図３ａ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の単純化した断面図である。
【図３ｂ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の単純化した断面図である。
【図３ｃ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の単純化した断面図である。
【図３ｄ】表面を処理するための、本発明装置の実施形態の単純化した断面図である。
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